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第 １ 章  調 査 の 目 的 と 構 成  

 

１ 調査の目的 

 本調査は、地域福祉計画等の策定1の基礎資料として活用することを目的に、以下の４つのねら

いのもと実施し、狛江市（以下「市」といいます。）の福祉を取り巻く現状と課題を整理しま

す。 

① 市民の生活実態や福祉に対する意識・意見を把握する。 

② 過去の調査と同じ調査項目を設定し、経年変化を見る。 

③ 福祉を取り巻く新たな課題・テーマについて、市民の意識やニーズを探る。 

④ 市で実施している事業等の周知度を測る。 

 

２ 市民意識調査の概要 

 本業務では、郵送法及び WEBによる６種類のアンケート調査を実施しました。  

調査項目 調査対象者 

調査対象数 

調査内容 調査方法 

調査期間 

回収数 

（回収率） 

市民一般調査 満 16歳以上の

市民約 72,535

人 

①地域福祉に関すること。 

②社会的孤立・孤独2に関

すること。 

③「ひきこもり3」状態に

ある方へのニーズに関す

ること。 

④感染症の影響 

⑤再犯防止に関すること。 

⑥避難行動要支援者支援に

関すること。 

WEB よるアンケ

ート調査 

令和５年１月

13日～31日 

1,278件 

（1.8％） 

 

                                                   
1 地域福祉計画等の策定…狛江市第５次地域福祉計画、狛江市高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画、狛江市

障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画、狛江市第２期成年後見制度利用促進事業計画、狛

江市第２次重層的支援体制整備事業実施計画及び狛江市第１次再犯防止推進計画の策定をいいます。以下同じです。 
2 社会的孤立・孤独…孤独・孤立対策推進法（令和５年法律 45 号）では、孤独・孤独の定義はなされていない。一般に

「孤独」は主観的概念であり、ひとりぼっちと感じる精神的な状態を指し、寂しいという感情を含めて用いられるこ

とがある。他方、「孤立」は客観的概念であり、社会とのつながりや助けのない、又は少ない状態を指す。本調査で

は、市民一般調査問 17 で「寂しい気持ち（孤独感）」について「とても感じる」を選択された方を「孤独」該当者、

問 12 で「直接会って話す」、「電話（ビデオ通話を含む）」、「郵便や FAX」、「SNS（LINE によるチャットなど）」、「電子

メールやショートメール」いずれの方法でも「週１回程度」以下の方を「社会的孤立」該当者としています。 
3 ひきこもり…厚生労働省では「様々な要因の結果として社会的参加（就学、就労、家庭外での交遊など）を回避し、

原則的には６箇月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念（他者と交わらない形での外出

をしてもよい）」と定義されています。市民一般調査では、ひきこもり状態にある方を「概ね 15 歳から 65 歳未満の方

で、次に該当するような方①仕事や学校に行かず、かつ、家族以外の人との交流をほとんどせずに６箇月以上続け

て、自宅にひきこもっている状態の方、②①のような社会的参加ができな状態であるが、時々買い物などで外出する

ことがある方（例：普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける、普段は家にいるが、自分の趣味に関する

用事の時だけが出かける。ただし、①②いずれも重度の障がいや疾病等で出かけることができない方を除きます。）」

としています。 
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調査項目 調査対象者 

調査対象数 

調査内容 調査方法 

調査期間 

回収数 

（回収率） 

子ども向け市民

調査 

市内小・中学校

（小学４年～中

学３年）の児

童・生徒約

3,230人 

①地域福祉に関すること。 

②ヤングケアラーに関する

こと。 

WEB よるアンケ

ート調査 

令和５年１月

10日～31日 

2,389件 

（74.0％） 

介護予防・日常

生活圏域ニーズ

調査 

65歳以上の無作

為で抽出した市

民 900 人 

（うち認定非該

当者 450人、総

合事業対象者 88

人、要支援認定

者 362 人） 

①生活の状況や毎日の生活

に関すること。 

②地域活動や助け合いに関

すること。 

③健康や介護予防に関する

こと。 

郵送によるア

ンケート調査 

令和５年１月

18日～２月７

日（２月 14日

到着分まで回

収に含め

た。） 

562 件 

（62.4％） 

在宅介護実態調

査 

65歳以上の無作

為で抽出した市

民（要介護認定

者）600人 

①介護の状況、生活の状況

に関すること。 

②主な介護者に関するこ

と。 

郵送によるア

ンケート調査

570 件 

居宅介護専門

員による聞き

取り調査 30件 

令和５年１月

18日～２月７

日（２月 14日

到着分まで回

収に含め

た。） 

213 件 

（35.5％） 

障がい者等調査4 障害者総合支援

法に基づくサー

ビスを利用して

いる方、難病や 

自立支援の医療

助成を受けてい

る方等 700 人 

①障がい福祉サービスに関

すること。 

②難病に関すること。 

③医療的ケアに関するこ

と。 

④ひきこもり状態にある方

へのニーズに関するこ

と。 

郵送によるア

ンケート調査 

令和５年１月

18日～２月７

日（２月 14日

到着分まで回

収に含め

た。） 

276 件 

（39.4％） 

  

                                                   
4 障がい者等調査…障がいのある人・難病のある人調査（18 歳以上）をいいます。以下同じです。 
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調査項目 調査対象者 

調査対象数 

調査内容 調査方法 

調査期間 

回収数 

（回収率） 

障がい児等調査5 児童福祉法に基

づくサービスを

利用している

方、医療助成を

受けている方等 

290人 

①障がい福祉サービスに関

すること。 

②難病に関すること。 

③医療的ケアに関するこ

と。 

④ひきこもり状態にある方

へのニーズに関するこ

と。 

郵送によるア

ンケート調査 

令和５年１月

18 日～２月７

日（２月 14日

到着分まで回

収に含め

た。） 

117 件 

（40.3％） 

 

３ 市民意識調査の調査項目 

 

（１）市民一般調査 

項目 問 項目 前回 

Ａ 本人の

基本情報 

１ 年齢 ● 

２ 地域 ● 

３ 婚姻状況  

４ 同居している方 ● 

５ 同居人数  

６ 同居している方のうち収入を得ている方の人数  

７ 学歴  

８ 現在の仕事  

９ 現在の住まい  

10 世帯の年間収入  

11 人とのコミュニーショをする際の情報通信機器  

Ｂ 社会的

孤立・孤

独につい

て 

12 コミュニケーション頻度  

12-２ 同居していない家族や友人  

12-３ 同居している方  

13 頼れる方  

14 民間団体からの支援  

14-２ 支援の提供先  

14-３ 支援の内容  

14-４ 支援を受けない理由  

15 周りで困った方がいる場合の声掛けや手助けの状況  

16 現在取り組んでいる活動 ● 

  

                                                   
5 障がい児等調査…周囲の理解と支援の必要な方・障がいのある方等調査（18 歳未満）をいいます。以下同

じです。 


